
土壌汚染対策法に基づく指定区域の指定状況  (18 年 2 月 15 日現在) 

 

三井不動産販売 針谷博史 作成 

指定累積 104 箇所､ 指定解除 46 箇所、一部解除 7箇所 

地

域 

指定 No 指定年月日 所在地 指定区域

面積 

特定有害物質 

指-1 号 15 年 7 月 29 日 立川市上砂町 6丁目１番 11､武

蔵村山市榎 1 丁目 21 番１の一

部 

(日産自動車旧村山工場跡地・

電気メッキ施設) 

2890 ㎡ 六価クロム､ほう素 

指-2 号 10 月 2 日 足立区千住関屋町3番4の一部

（汚水の共同処理施設） 

804 ㎡ 鉛､ふっ素 

指-3 号 10 月 31 日 

16 年 9 月 22 日 

一部解除 

大田区下丸子2丁目262番、263

番の一部（ﾒﾂｷ工場跡地） 

698 ㎡→

308 ㎡ 

鉛､六価クロム､ふっ素､ほ

う素 

指-4 号 15 年 12 月 15 日 港区芝浦 4丁目 69 番の一部 

（試験研究機関） 

100 ㎡ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

指-5 号 16 年 1 月 27 日 昭島市松原町 3丁目 3737 番 1、

同番 26 の一部（酸又はアルカ

リによる表面処理施設） 

900 ㎡ ふっ素､ほう素 

指-6 号 16 年 2 月 6 日 

16 年 9 月 16 日 

一部解除 

西東京市谷戸町 2 丁目 2938 番

4、同番 9の一部 

(旧住友重機､田無製造所→ﾘｸﾙ

ｰﾄｺｽﾓｽ) 

2986㎡→

700 ㎡ 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､

ふっ素 

指-7 号 3 月 11 日 足立区梅田 2丁目 79 ㎡ 鉛 

指-8 号 5 月 28 日 豊島区高田 3丁目 1987 ㎡ 鉛､砒素､六価ｸﾛﾑ､水銀､ｾ

ﾚﾝ 

指-9 号 8 月 13 日 羽村市明神台4丁目1番1の一

部（光学機器工場跡地） 

791 ㎡ ほう素及びふっ素 

指-10 号 9 月 22 日 品川区北品川 5 丁目 693-3、

692-2、740-22 の各一部 

（ﾒｯｷ工場跡地） 

557 ㎡ 六価ｸﾛﾑ・シアン・ふっ素
及びその化合物 

指-11 号 9 月 24 日 新宿区北新宿 1丁目 295-2、-4

の各一部（ﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞ店跡地）

49.13 ㎡ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

指-12 号 10 月 18 日 大田区仲池上1丁目698番の一

部（機械部品製造工場跡地） 

489 ㎡ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ふっ素 

指-13 号 10 月 22 日 港区白金 1丁目 341 番の一部 

（ﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞ店跡地） 

146 ㎡ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

指-14 号 12 月 8 日 昭島市拝島町字小欠3966-22～

-24、同-26、3970-10、-11 の

一部（輸送用機械器具製造工場

跡地） 

359.1 ㎡ 鉛及びその化合物 

指-15 号 17 年 2 月 21 日 昭島市田中町字後小欠 584-2

の一部（運送用機械器具製造工

場跡地） 

100 ㎡ 鉛 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東

京

都 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指-16 号 2 月 24 日 品川区南品川 3 丁目 1560-1、

1569,1570の各一部、1571-9（電

子部品製造工場跡地） 

4081 ㎡ 水銀、鉛 
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指-17 号 2 月 25 日 目黒区東山 2丁目 1228-5、-19

～-22（鋳金工場跡地） 

333 ㎡ ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､ﾄﾘｸﾛﾛ

ｴﾁﾚﾝ､ｼｱﾝ､六価ｸﾛﾑ､ほう

素 

指-18 号 5 月 20 日 豊島区巣鴨 3 丁目 1120－

1,1121－1,1122-1,1118-5の一

部（菊地色素工業､黄色顔料製

造業本社、分析研究室跡地） 

2721 ㎡ 六価ｸﾛﾑ及び鉛 

指-19 号 5 月 31 日 品川区大崎 1 丁目 796-1､-7、

-10､803-1､-7 の各一部（千代

田グラビア印刷社大崎工場） 

2463 ㎡ 六価ｸﾛﾑ化合物､鉛及びそ

の化合物 

指-20 号 6 月 10 日 中野区中央4丁目121-3､-16の

各一部（ドライクリーニング店

跡地） 

38.18 ㎡ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛ

ﾛｴﾁﾚﾝ 

指-21 号 6 月 17 日 調布市国領町 4 丁目 10-3､-26

（クリーニング店跡地） 

165 ㎡ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

指-22 号 9 月 15 日 豊島区上池袋 1 丁目 2615-1 の

一部（病院・研究所跡地） 

135.4 ㎡ ふっ素及びその化合物 

指-23 号 10 月 12 日 国分寺市本町 4丁目 2876-20、

-40 

140.44㎡ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

指-24 号 10 月 12 日 立川市錦町 1丁目 99-28（クリ

ーニング店跡地） 

256.56㎡ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

指-25 号 11 月 9 日 練馬区田柄 4 丁目 6643-5 の一

部、同番 9（鋳金工場跡地） 

110.57㎡ 六価クロム化合物、シアン
化合物 

 

 

 

  

東

京

都 

指-26 号 18 年 2 月 3日 墨田区東墨田2丁目82番 65の

一部（鋳金工場跡地） 

246.7 ㎡ 鉛及びその化合物 

指-1 号 15 年 12 月 24 日 戸田市氷川町 3丁目 6654 番 1、

同番 2、同番 3（電気メッキ施

設） 

613 ㎡ 六価クロム化合物、シアン
化合物 

指-1 号 16 年 1 月 27 日 川口市江戸 1丁目 15 番 24 号 

（酸又はアルカリによる表面

処理施設） 

90 ㎡ 鉛(含有量基準) 

指-2 号 17 年 6 月 28 日 入間郡三芳町大字上富字吉拓

460-1、-10、461-5 の一部 

1176 ㎡ 1,1－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁ

ﾚﾝ 

指-3 号 9 月 20 日 東松山市松本町 1丁目 585 番 1

の一部 

388 ㎡ 六価クロム化合物 

指-2 号 9 月 29 日 川口市中青木2丁目13番 24号

（酸・アルカリ処理施設、電気

メッキ施設、排水処理施設） 

388.6 ㎡ 六価クロム化合物、シアン
化合物 

指-1 号 10 月 11 日 さいたま市緑区大字三浦

6769-3,6770-1 の各一部 

300 ㎡ ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､ﾄﾘｸﾛﾛ

ｴﾁﾚﾝ 

 

 

 

 

 

 

埼 

 

 

玉 

指-4 号 18 年 1 月 13 日 坂戸市にっさい花みずき 1 丁

目 6番 1号、同 6号の一部 

600 ㎡ 六価クロム化合物 

指-1 号 16 年 1 月 14 日 柏市花野井字前溜 627 番 27 の

一部（酸又はアルカリによる表

面処理施設） 

746.8 ㎡ ふっ素及びその化合物 

指-1 号 2 月 23 日 船橋市印内町 651 番 287 ㎡ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

 

 

 

 

 

 

千

葉 

指-1 号 3 月 30 日 

8 月 20 日 

一部解除 

我孫子市我孫子字南飯塚 1番 1

の一部 

(日立精機我孫子工場) 

2200 ㎡ 

22 区画 

→100 ㎡

1 区画 

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ洗浄施設､蒸留

施設廃止 
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指-1 号訂正 4 月 28 日 

 

17 年 9 月 27 日 

一部解除 

柏市花野井字前溜 627 番 27 の

一部 

 

6888.3㎡ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､1,1 ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚ

ﾝ､ｼｽ 1,2 ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

指-2 号 5 月 20 日 船橋市藤原 3丁目 1078 ㎡ 鉛･セレン･砒素及びその
化合物 

2 17 年 5 月 6 日 八千代市大和田新田字八幡

1097 番 51 及び 1097 番 57 

339.7 ㎡ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

指-3 号 17 年 5 月 27 日 船橋市北本町1丁目830番1､5､

905 番 4､908 番 3､912 番 2の各

一部（旭硝子・船橋工場跡地）

04/3 工場閉鎖、調査実施、浄

化は 3年程度掛かる予定 

31430 ㎡ 六価クロム化合物、ふっ素
及びその化合物 

指-1 号 9 月 7 日 市川市市川南1丁目1番の一部 31.57 ㎡ ｼｽ､1,2 ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､ﾃﾄﾗｸﾛﾛ
ｴﾁﾚﾝ､ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 10 月 18 日 佐倉市上志津字矢橋 1077番 55 133.08㎡ テトラクロロエチレン 

指-001 15 年 8 月 27 日 

16 年 7 月 14 日 

一部解除 

平塚市南原 1丁目 455番 1､456

の一部（写真感光材料製造施

設） 

648 ㎡ 

→601 ㎡ 

カドミウム及びその化合物 

指-1 号 16 年 1 月 16 日 

 

小田原市南町2丁目698番 1の

一部（試験研究機関） 

1500 ㎡ 鉛及びその化合物､砒素及
びその化合物 

指-1 号 2 月 5 日 相模原市大山町403番7の一部

（酸又はアルカリによる表面

処理施設） 

3400 ㎡ ふっ素及びその化合物 

指-1 号 7 月 9 日 川崎市宮前区宮崎 4丁目 1番 1

の一部 

200 ㎡ ふっ素及びその化合物､ 

指-01 号 8 月 5 日 横浜市南区中村町1丁目4-1の

一部 

43.4 ㎡ 六価クロム化合物（含有
量） 

指-02 号 9 月 15 日 横浜市保土ヶ谷区桜ヶ丘 2 丁

目 399 番 1 の一部 

582 ㎡ 鉛及びその化合物（含有量･
溶出量）､ふっ素及びその化

合物（溶出量） 

指-2 号 9 月 28 日 川崎市幸区柳町 70 番 1 の一部 500 ㎡ ふっ素及びその化合物 

指-03 号 12 月 15 日 横浜市泉区和泉町 3317 番、

3320 番 1、3321 番 1 の各一部 

496.8 ㎡ カドミウム及びその化合物
（含有量・溶出量） 

指-01 号 17 年 2 月 10 日 横須賀市長坂2丁目300番 1の

一部 

100 ㎡ 水銀及びその化合物（溶出
量） 

指-04 号 6 月 15 日 横浜市保土ヶ谷区新桜ヶ丘 2

丁目 174 番 2、141 番の各一部

300 ㎡ 鉛及びその化合物(含有・溶
出量)、ふっ素及びその化合

物(溶出量) 

指-3 号 9 月 16 日 川崎市幸区柳町 70 番 1 の一部 100 ㎡ ほう素及びその化合物 

告示 711 号 11 月 11 日 南足柄郡市中沼 469 番地 1、-2

の各一部 

600 ㎡ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ｼｽ､1,2 ｼﾞｸﾛﾛ

ｴﾁﾚﾝ 

 

 

 

 

 

 

 

神

奈

川 

 

 

指-05 号 12 月 15 日 横浜市旭区中尾１丁目 52-2 の

一部 

697.3 ㎡ ふっ素及びその化合物

（溶出量、含有量） 

栃

木 

指-1 号 16 年 4 月 15 日 宇都宮市不動前 2丁目 1296.77

㎡ 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

指-1 号 16 年 10 月 5 日 館林市仲町 2289 番 1 の一部 99 ㎡ 六価クロム化合物 

指-1 号 

 

 

11 月 19 日 

17 年 3 月 30 日 

一部解除 

高崎市倉賀野町 3100 番地の一

部 

730.5 ㎡ 

→530.5

㎡ 

六価クロム化合物及びシ

アン化合物→シアン化合

物 

群

馬 

指-1 号 17 年 8 月 11 日 前橋市文京町2丁目467番 1の

一部 

719 ㎡ 鉛･ふっ素及びその化合物
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指-1 16 年 8 月 19 日 飯田市山本4836及び4837の一

部 

228.91㎡ ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 

指-2 10 月 12 日 長野県木曽郡木曽福島町字塩 

淵上2378-2､2381､2386-1,字下

万郡 2326-6 の一部 

4538.5㎡ ふっ素 

指-3 11 月 22 日 伊那市大字伊那298番1の一部 100 ㎡ ほう素 

 

 

長

野 

 

指-4 17 年 6 月 2 日 岡谷市長地柴宮 2 丁目 2240 番

1 の一部 

200 ㎡ ふっ素及びその化合物 
ほう素及びその化合物 

指-1 号 16 年 1 月 30 日 寝屋川市楠根北町2番5号の一

部（電機メッキ施設） 

7180 ㎡ ふっ素･ほう素・鉛及びその
化合物､シアン化合物 

指-1 号 3 月 5 日 大阪市都島区友渕町 1-5-90､

20,176 ㎡の一部 

(日本ｵﾙｶﾞﾉﾝ本社跡地､旧ｶﾈﾎﾞｳ

中央研究所) 

6943.9㎡ 水銀･鉛･砒素及びその化

合物 

他にふっ素及びその化合

物､ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚ

ﾝ､ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝによ

る汚染有り 
指-1 号 8 月 27 日 高石市高砂 3丁目 46 番の一部 2080 ㎡ ベンゼン 

指-2 号 10 月 22 日 大阪市中央区法円坂1丁目6番

5の一部 

1221.3㎡ 鉛及びその化合物 

指-2 号 12 月 21 日 門真市東田町1177-17、1177-22

の各一部 

148.93㎡ ふっ素及びその化合物 

指-3 号 17 年 3 月 18 日 泉南市男里 4 丁目 1029 番 2 の

一部 

112 ㎡ 六価クロム化合物 

指-1 号 7 月 6 日 吹田市高城町 1341 番-3､-4 及

び 1341 番-1､-5 の一部 

907.76㎡ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

 
指-1 号 8 月 8 日 高槻市古曽部町 2丁目 

243,244,245,246,247,248､ 

249,250,251,256,257､262､ 

263,264､266,268,269,270､ 

271,1076 番の各一部 

15950 ㎡ 六価ｸﾛﾑ化合物､水銀･鉛･

砒素･ふっ素及びその化

合物 

指-3 号 12 月 2 日 大阪市東成区大今里南 6 丁目

18 番 16 の一部 

228.43㎡ 六価ｸﾛﾑ化合物 

指-2 号 18 年 2 月 9日 高槻市竹の内町526番5の一部 129.92㎡ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

指-3 号 2 月 9 日 高槻市白梅町 61 番 1、1070 番

3 の各一部 

36287 ㎡ ｶﾄﾞﾐｳﾑ･水銀･鉛･砒素･ほ

う素･ふっ素及びその化

合物 

 

 

 

 

 

 

 

大

阪

府 

 

 

 

 

指-4 号 2 月 10 日 大阪市淀川区野中北 1丁目 

26 番の一部 

110 ㎡ ほう素及びその化合物 

告示第 38 号 16 年 2 月 6日 加古川市尾上町長田 519 の一

部（法第 4条の調査命令） 

360 ㎡ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

指-001 号 3 月 22 日 明石市大久保町大窪 209 番の

一部 

227 ㎡ 六価ｸﾛﾑ､ｼｱﾝ(溶出量基

準) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指-1 号 ４月 13 日 神戸市東灘区本山南町 5 丁目

25 番の一部（カンボウプラス

工場跡地） 

73 ㎡ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､ｼｽ､1,2 ｼﾞｸﾛ

ﾛｴﾁﾚﾝ(溶出量基準) 

〔他にベンゼン、鉛、六

価クロム、砒素、ふっ素

が指定基準超過〕 
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指-1 10 月 12 日 兵庫県美方郡村岡町相田字石

田396番 4･398番 1･398番 2の

一部､400 番 3   

（ｱﾙﾐ･ｱﾙﾐ合金ﾌﾟﾚｽ製品製造業

ﾔﾏｺｰ通商工場） 

1850 ㎡ ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､ﾃﾄﾗｸﾛ

ﾛｴﾁﾚﾝ､ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

指-2 12 月 7 日 伊丹市北河原 5 丁目 73 番の一

部（帝国化成工業工場跡地、皮

革合成ゴム製品製造工場 2.6

万㎡の内） 

100 ㎡ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛ

ﾛｴﾁﾚﾝ 

告示第 24 号 17 年 1 月 21 日 加古川市野口町水足字小橋

187-3、-4 の一部 

346 ㎡ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

指-1 3 月 1 日 高砂市米田町古新字西新田

286-1、-4、314-7 の一部 （三

愛プラント・金属表面処理業跡

地） 

1850 ㎡ ふっ素 

指-1 号 3 月 9 日 姫路市阿保字屋敷甲242-1、-5、

-7 の各一部 

303 ㎡ 六価クロム化合物 

指-4 9 月 20 日 淡路市志筑2613-3,2614-1、-2、

2615、2616 番の各一部（ジェ

ノバ工場跡地・精密機械器具製

造業） 

460 ㎡ ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､ﾃﾄﾗｸﾛ

ﾛｴﾁﾚﾝ､ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

指-2 号 11 月 15 日 神戸市東灘区御影中町 3 丁目

998 番 1、3の一部(御影工業高

等学校跡地) 

100 ㎡ 鉛 

 

兵

庫

県 

 

 

 

 

 

指-3 号 18 年 1 月 10 日 神戸市中央区脇浜町 1丁目 324

番の一部（日本テルペン化学・

神戸工場跡地） 

500 ㎡ 1,2-ジクロロエタン 

〔他にｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ､ﾍﾞﾝｾﾞﾝ､

水銀､鉛､砒素､ふっ素､

PCBが指定基準超過〕 
京

都

府 

指-1 号 6 月 18 日 京都府久世郡久御山町大字野

村小字村東 44 番の一部 

回答無し 六価クロム化合物 

指-1 号 16 年 8 月 20 日 名古屋市中川区丸米町 2 丁目

48 番、2番 1（八幡鍍金工業第

3工場跡地） 

470.79㎡ 六価クロム化合物 

指-2 号 10 月 28 日 名古屋市東区砂田橋 4丁目 106

～109 番、120 番及び 121 番の

一部（三菱ﾚｲﾖﾝ商品開発研究所

跡地） 

4500.1㎡ 鉛・砒素・ふっ素及びその
化合物 

指-3 号 17 年 5 月 30 日 名古屋市港区本星崎町字北、字

南の一部、南区本星崎町字外屋

敷の一部 

約 22000

㎡ 

1,2 ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､ｼｽ-1,2-

ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

東濃-1 7 月 29 日 岐阜県土岐市泉町大富 255-5､

-9､-10､258-9 

260.97㎡ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

  

 

 

 

中

京 

東濃北部-1 10 月 21 日 岐阜県関市常盤町 27 番地の一

部 

335.58㎡ シアン化合物、ほう素及

びその化合物 

指-001 16 年 2 月 27 日 福井県鯖江市神中町 2丁目 403

番 1 の一部 

68.04 ㎡ ふっ素及びその化合物 

指-1 号 3 月 19 日 岩手県宮古市小山田１丁目 7

番の内 

44900 ㎡ ｶﾄﾞﾐｳﾑ･水銀･鉛･砒素及び
その化合物 

 

北

陸 

 

東

北 

 

指-1 7 月 16 日 富山県高岡市吉久1丁目273番

1､同所351番5,8,9,13,14の一

部 

1065 ㎡ 六価クロム化合物（溶出量
基準） 
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指-1 号 16 年 9 月 10 日 新潟県上越市浦川原区横住字

平田 431-1、435-1、435-2、436

番の各一部 

211 ㎡ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ  

 

指-1 17 年 12 月 12 日 石川県金沢市横川5丁目267番

1 の一部 

約 360 ㎡ 六価クロム化合物 

指-1 号 16 年 7 月 5日 下関市武久町 2丁目 448-1、-5、

-6,466,467-1,468-1,470-19、

-23 の一部 

682.5 ㎡ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

指-1 号 11 月 26 日 

 

17 年 1 月 26 日 

広島県広島市安芸区中野東 7

丁目 4291 番 1 の一部 

 

179 ㎡ 

二区画 

→79 ㎡ 

一区画 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

指-1 17 年 3 月 24 日 広島県福山市箕沖町 88 番 8 の

一部 

104.18㎡ ふっ素 

 

  

 

 

 

中

国 

指第 1号 12 月 27 日 山口県周南市大字栗屋字奈切

50 の 50 の一部 

100 ㎡ シアン化合物 

指-1 17 年 1 月 31 日 久留米市中央町 19 番 14 外 1203 ㎡ 水銀、鉛 

指-1 号 3 月 14 日 福岡市博多区博多駅南 5 丁目

83 番 2（メッキ工場跡地） 

264.46㎡ 六価クロム化合物 

指-001 7 月 15 日 北九州市八幡西区岸の浦 2 丁

目 10 番 1 の一部 

299.36㎡ 鉛及びその化合物､セレン
及びその化合物 

九

州 

指-2 号 7 月 21 日 福岡市西区下山門 4 丁目 830､

831,832,833-2,838-1の各一部

並びに 838-3 

993.79㎡ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､ｼｽ
-1,2 ｼﾞｸﾛﾛｴﾚﾝ 

(注) ・網掛けの部分は指定解除されている 

･ 東京都の指-2 号は 15 年 12 月 8 日､1 号は 16 年 3 月 31 日､4 号は 4 月 8 日､5 号は 3 月 31

日､7 号は 4 月 30 日､8 号は 10 月 19 日、10 号は 17 年 1 月 21 日、14 号は 1 月 27 日、9 号

及び 15号は 3月 14日、11号は 4月 7日､16 号は 9月 15日､19 号及び 20号は 11月 30日、

23 号は 18 年 2 月 3日、指定解除されている 

･ 埼玉県川口市の指-1 号は 16 年 4 月 1日､戸田市の指-1 号は 11 月 24 日、さいたま市の指

-1 号は 17 年 10 月 31 日、東松山市の指-3 号は 18 年 1 月 31 日、指定解除 

･ 千葉県船橋市の指-1 号は 16 年 9 月 21 日、指-2 号は 11 月 16 日、指定解除 

･ 柏市については16年 1月 14日指定-1号の訂正として､指定区域面積と特定有害物質が拡

大されている｡また 17 年 9 月 27 日一部指定解除が成されている 

・我孫子市については 16 年 12 月 28 日、指定解除 

・神奈川県相模原市の指-1 号は 16 年 3 月 26 日、川崎市の指-1 号は 16 年 12 月 2 日、指-2

号は 17 年 9 月 21 日、横浜市の指-01 号は 12 月 15 日、指-03 号は 17 年 6 月 15 日、指-02

号は 17 年 11 月 15 日、横須賀市の指-01 号は 17 年 3 月 25 日、小田原市の指-1 号は 18

年 2 月 1日、指定解除 

・群馬県館林市の指-1 号は平成 17 年 4 月 22 日、前橋市の指-1 号は 18 年 1 月 17 日、指定

解除 

・高崎市の指-1 号 17 年 3 月 30 日、一部指定解除 

・長野県飯田市の指-1 は平成 17 年 5 月 19 日、岡谷市の指-4 は 17 年 11 月 10 日指定解除 

・大阪府門新市の指-2 号は平成 17 年 3 月 8 日、大阪府泉南市の指-3 号は平成 17 年 6 月

24 日､指定解除 

･ 神戸市の指-1 号は 16 年 8 月 24 日、東灘区の指-2 号は 18 年 1 月 31 日、指定解除 
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・京都府久御山町については 6月 29 日､指定解除 

・名古屋市の指-2 号は 17 年 8 月 29 日、指定解除 

・福井県鯖江市の指-001 号は 17 年 5 月 13 日､指定解除 

・兵庫県明石市の指-001 号は 16 年 10 月 25 日、伊丹市の指-2 は 16 年 12 月 28 日 

・広島県福山市の指-1 は平成 17 年 4 月 27 日、指定解除 

・福岡県久留米市の指-1 は平成 17 年 3 月 11 日、福岡市西区の指-2 号は 18 年 1 月 26 日、

指定解除 

 

・指定区域面積の変更は一部解除の場合。但し、我孫子市の事例は詳細調査による変更 
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